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市の花 コスモス（H9.10.20指定） 市の木 つつじ（S45.11.10指定）

第
69
回
茂
原
七
夕
ま
つ
り
ポ
ス

タ
ー
を
販
売
し
ま
す
‼

　

関
東
屈
指
の
七
夕
ま
つ
り
の
１

つ
で
あ
る
、
茂
原
市
の
一
大
イ
ベ

ン
ト
「
茂
原
七
夕
ま
つ
り
」
の
ポ

ス
タ
ー
を
販
売
し
ま
す
。

◆
販
売
枚
数　
50
枚（
B2
サ
イ
ズ
）

◆
料
金

　

３
０
０
円
（
１
人
５
枚
ま
で
）

◆
販
売
期
間

　

６
月
12
日
㊊
～
７
月
28
日
㊎
９

時
～
17
時
（
土
日
・
休
日
を
除
く
）

※
完
売
次
第
終
了

※�

７
月
29
日
～
30
日
の
七
夕
ま
つ

り
期
間
は
、
茂
原
商
工
会
議
所

で
９
時
～
20
時
に
販
売
し
ま
す
。

◆
販
売
窓
口

•
�

茂
原
商
工
会
議
所
（
２
階
）

•
�

市
商
工
観
光
課
（
６
階
）

問
茂
原
七
夕
ま
つ
り
実
行
委
員
会　

☎
�
３
３
６
１

資
源
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
ご

協
力
く
だ
さ
い

　

茂
原
市
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
委
員

会
で
は
、
資
源
ご
み
の
分
別
や
リ

サ
イ
ク
ル
方
法
を
ま
と
め
た
保
存

版
冊
子
を
作
成
し
ま
し
た
。
環
境

保
全
課
、
生
活
課
、
本
納
支
所
、

市
内
公
共
施
設
で
配
布
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
環
境
保
全
課
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
環
境
保
全
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
０
４　

6
⒇
１
６
０
４

動
物
は
正
し
く
飼
い
ま
し
ょ
う

○�

正
し
い
動
物
の
飼
い
方
を
再
確

認
し
、
過
剰
な
ふ
れ
あ
い
は
控

え
、
触
っ
た
後
は
必
ず
手
を
洗

い
ま
し
ょ
う
。

〇�

災
害
時
の
ペ
ッ
ト
の
同
行
避
難

は
、
ケ
ー
ジ
で
の
飼
育
等
条
件

が
あ
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
ペ
ッ

ト
専
用
の
防
災
用
品
や
し
つ

け
、
同
行
避
難
可
能
な
避
難
所

の
確
認
な
ど
、
準
備
を
し
ま

し
ょ
う
。

○�

飼
っ
て
い
る
動
物
に
は
迷
子
札

や
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
付
け
、

放
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
飼
い
主

が
分
か
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

〇�

犬
は
、
首
輪
等
に
登
録
鑑
札
と

狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
を
付
け

る
こ
と
が
、
狂
犬
病
予
防
法
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

○�

公
園
等
で
あ
っ
て
も
犬
の
放
し

飼
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、し
つ
け
や
訓
練
を
し
て
、

人
に
危
害
を
加
え
た
り
、
鳴
き

声
な
ど
で
近
隣
に
迷
惑
を
掛
け

た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

○�

飼
い
犬
が
人
を
か
ん
だ
時
や
犬

猫
を
合
わ
せ
て
10
頭
以
上
飼
う

場
合
な
ど
は
、
保
健
所
へ
届
け

出
が
必
要
で
す
。

○�

猫
は
屋
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

ふ
ん
尿
や
鳴
き
声
等
に
よ
る
被

害
を
防
止
で
き
、
感
染
症
や
交

通
事
故
等
の
危
険
か
ら
猫
を
守

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○�

飼
っ
て
い
る
動
物
の
ふ
ん
尿

は
、
飼
い
主
が
責
任
を
持
っ
て

処
理
し
ま
し
ょ
う
。

○�

適
正
に
飼
う
こ
と
が
で
き
な
い

子
犬
・
子
猫
を
増
や
さ
な
い
た

め
に
、
不
妊
去
勢
措
置
を
し
ま

し
ょ
う
。

○�

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
ど

う
し
て
も
飼
え
な
く
な
っ
た
場

合
は
、
新
し
い
飼
い
主
を
探
し

て
く
だ
さ
い
。
保
健
所
・
動
物

愛
護
セ
ン
タ
ー
で
は
新
し
い
飼

い
主
探
し
を
お
手
伝
い
し
ま

す
。

○�

愛
護
動
物
を
虐
待
、
遺
棄
、
殺

傷
す
る
と
、
懲
役
ま
た
は
罰
金

が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

問
環
境
保
全
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
０
４　

6
⒇
１
６
０
４

　

長
生
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
（
長
生
保
健
所
）

☎
�
５
１
６
６

公共施設の電話予約を開始します
　市では行財政改革の一環として、市民サービスの向上を図るため、令和５年７月から公共施設の電
話予約を開始します。
　なお、ご利用にあたっては事前の登録（6月15日㊍～受付）が必要な場合があります。詳しくは、各
施設にお問い合わせください。

問合せ　総務課（４階）☎（20）1519　6（20）1602

施設名 電話番号 施設名 電話番号
中央公民館 (22)5072 総合市民センター (24)9511
本納公民館 (34)2349 二宮福祉センター (26)3740
鶴枝公民館 (25)1834 豊田福祉センター (26)1105
市民体育館（大体育室のみ） (23)2811 五郷福祉センター (25)7880
美術館・郷土資料館 (26)2131 豊岡福祉センター (34)8321
東部台文化会館 (23)8711 東郷福祉センター (25)5882

☆利用者登録から利用までの基本的な流れ

※施設によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください

利用者登録
申込書を提出

電話にて
施設予約の申込み

利用日当日、
窓口にて使用料

の支払い
利用

13 広報もばら　2023.6.15




